
 

令和７年第９回飛騨市教育委員会定例会議事録 

 

１ 日  時 令和７年１１月２８日（金） 午後１時３０分 開会 
 

２ 場  所 飛騨市図書館２階 情報発信室 
 

３ 出 席 者 教 育 長  下出 尚弘 

       教育委員会委員  向川原 眞郷、平澤 千人、牛丸 洋子 
 

４ 説明のため出席した者の職氏名 

       教育委員会事務局長      大庭 久幸 

       参事兼教育総務課長       忍  哲也 

       学校教育課長補佐       下嶋  健児 

       次長兼生涯学習課長      柚原  徹守 

       文化振興課長         尾賀  寿治 

       スポーツ振興課長       西田  博和 
 

５ 書  記 教育総務課長補佐       加藤  憲子 
 

６ 議事日程 

開会 

第１ 会議時間の決定 

第２ 議事録署名者の指名 

第３ 前回議事録の承認 

第４ 教育長の報告 

第５ 承認第 21号  専決処分の承認を求めることについて（飛騨市準要保護児童生徒の認

定について） 

第６ 議案第 27号 一般会計補正予算（補正 3号）について 

         閉会 

 

７ 議事録 

◎教育長（下出 尚弘） 

皆様こんにちは。お疲れ様です。始めさせていただきます。本日の出席委員は向川原

委員、平澤委員、牛丸委員であります。欠席委員は谷口委員であります。 

本会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第3項に規定する会議開

会の定足数を満たしております。 

それでは、ただいまから令和7年第9回飛騨市教育委員会定例会を開会いたします。 



本日の議事日程はお手元に配付の通りでございます。 

 ◆日程第１ 会議時間の決定 

◎教育長（下出 尚弘） 

 日程第1「会議時間の決定」を議題とします。 

  お諮りします。会議規則第15条の規定により、会議時間を午後3時30分までとさせて

いただきますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長（下出 尚弘） 

  ご異議なしと認めます。よって、会議時間については、午後3時30分までと決定しま

した。 

 

 ◆日程第２ 議事録署名者の指名 

◎教育長（下出 尚弘） 

 日程第2「議事録署名者の指名」を議題とします。 

 会議規則第35条第2項の規定により、本会議の議事録署名者に、牛丸洋子委員を指名

しますのでよろしくお願いいたします。 

 

◆日程第３ 前回議事録の承認 

◎教育長（下出 尚弘） 

 日程第3「前回議事録の承認」を議題とします。お手元にございます「令和7年第8回

飛騨市教育委員会定例会の議事録」をお願いします。皆様には事前に配布させていただ

きましたが、何かご質問、ご意見等ありましたらよろしくお願いいたします。 

ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長（下出 尚弘） 

 では、ご異議なしと認めます。よって、前回議事録については承認されました。 

 

◆日程第４ 教育長の報告 

◎教育長（下出 尚弘） 

  日程第4「教育長の報告」を議題とします。令和7年10月26日から11月27日までの報告

をさせていただきます。主なもののみ説明します。 

10月27日月曜日ですけれども、市の教育委員会の学校訪問が山之村小中学校を最後に



終了いたしました。お忙しい中、調整していただきまして誠にありがとうございます。 

同日、古川中学校のマイプロと飛騨市役所環境課の連携事業ということで、市内脱酸素

普及の取り組みとその成果発表会が飛騨市役所大会議室で行われました。古川中学校の

マイプロと市の行政とが連携して取り組んで、それを広く公表、成果を報告するという

ことは、これまでにない画期的な取り組みで、また今後、他の部局課においてもそうい

った、取り組みが推進されるようにということでお願いしたところでございます。 

11月７日金曜日、県教育委員会連合会研究総会が郡上市で行われましたが、仙台の研

究大会がございましたので欠席させていただきましたけども、出席いただいた委員の皆

様どうもありがとうございます。 

11月の8日土曜日ですけども、全国コミュニティスクール研究大会が仙台で開催され

まして、全体会の折に、仙台の方と北海道の教育長と私とで３人登壇しまして、文科省

の調査官の司会のもと、パネラーとして飛騨市学園構想。古川中学校を中心とする学校

安全総合支援事業に基づいた防災教育等の取り組み。特に地域の皆さんとの協働した取

り組みについて発表させていただきました。 

11月15日ですけども、河合っ子座公演に参加させていただいた後、先ほども触れまし

たけども、学校安全総合支援事業に基づいた取り組みで、避難所運営訓練。古川中学校

の方で実施されまして、多くの防災士、市民の方々も参加し、本年度は特に高校生の参

加もある中で実施できました。 

11月16日に県の学校歯科保健研究大会が、今年度飛騨市が会場となっておりまして、

飛騨市文化交流センターの方でありました。あと11月の3連休、22、23、24ですけれど

も、そこにありますように市の定例表彰式、飛騨市美術館の美術講座。県の美術館の学

芸課長がいらっしゃっての講座、飛騨地区の駅伝大会に出席させていただきました。 

あとは昨日荒垣秀雄顕彰作文コンクールの審査がございまして、今度12月19日に神岡

の図書館の方で表彰式がございますけども、本年度は小学校の応募が昨年度3点だった

ものが、本年度は30点近い応募があったということで、充実したものになったところで

ございます。 

教育長報告は以上で終わらせていただきます。これより教育長報告の質疑を行いま

す。質疑、ご意見等はございませんか。 

 

◎教育長（下出 尚弘） 

  よろしいでしょうか。 

  では質疑が無いようですので質疑を終結し、以上で教育長報告を終了いたします。 

  

 

◆日程第５ 承認第 21号  専決処分の承認を求めることについて（飛騨市準要保護児

童生徒の認定について） 



◎教育長（下出 尚弘） 

  日程第５承認第 21号  「専決処分の承認を求めることについて（飛騨市準要保護児

童生徒の認定について）」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

（「教育長」と呼ぶ声あり。）  ※以下、「教育長」との声の表記は省略する。 

 

◎教育長（下出 尚弘） 

  下嶋学校教育課長補佐。   ※以下、教育長の発言者指名の表記は省略する。 

 

◎学校教育課長補佐（下嶋 健児） 

  はい。承認第 21 号、専決処分の承認を求めることについて、飛騨市準要保護児童生

徒の認定について説明します。飛騨市教育委員会教育長事務委任規則第３条第 1項の規

定により、令和 7年 6月 1日別紙の通り専決処分したので、同条第 2項の規定により、

これを報告し承認を求めるものです。次のページをご覧ください。 

専決第 20号専決処分書。飛騨市学齢児童生徒就学奨励金給与規則第 5条第 1項の規

定による令和 7年度飛騨市準要保護児童生徒の認定について、飛騨市教育委員会教育長

事務委任規則第 3 条第 1項の規定により、別紙の通り令和 7年 6月 1日専決付で専決処

分するものです。認定するものについては、別紙の通りです。以上です。 

 

◎教育長（下出 尚弘） 

  説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑はございませんでしょうか。 

 

質疑がないようですので、質疑を終結します。お諮りします。承認第 21号は原案の

通り承認してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり。） 

 

ご異議なしと認めます。よって、承認第 21号は、原案の通り承認されました。続き

まして、日程第 6 議案第 27号「一般会計補正予算補正第 3号について」を議題としま

す。事務局の説明を求めます。 

 

◎教育委員会事務局長（大庭 久幸） 

  はい。それでは議案第27号、令和7年度飛騨市一般会計補正予算補正第3号についてを

ご説明いたします。令和7年度飛騨市一般会計補正予算補正第3号の飛騨市教育委員会所

管分について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、飛騨市

長から意見聴取があったので、教育委員会の意見を求めるものです。30ページをお願い



いたします。予算書の30ページの下段の方でございます。 

今回の補正の1点目は、本年7月から4町の公民館施設をコミュニティ施設に変更した

ことによる予算科目の組みかえで、当初予算は公民館費、コミュニティ施設費をそれぞ

れ月割りで予算計上しておりまして、切り換え月の支出分が確定した公民館費の残額

を、コミュニティ費に組みかえるものでございます。具体の説明です。 

予算書32ページをお願いいたします。中段の目05公民館費の10節の需用費から13使用

料賃借料までの合計額、284万3,000円を減額し、コミュニティの予算科目に移すもので

す。 

30ページをお願いいたします。中段の目05コミュニティ施設費、10節の需用費から31

ページの上段、使用料及び賃借料までの合計、548万3,000円を増額補正するものでござ

います。先ほど減額した額と、今増額した額の差額、264万円については、今年は猛暑

により電気料の増加などがありまして、今後残りの年度の期間を見越した不足分を加え

て補正するものでございます。 

次に32ページをお願いいたします。上段の18節の負担金補助金で、施設集会施設整備

事業補助金がございますが、この補助制度は、各集落でお持ちのいわゆる集会施設。例

えばエアコンをつけられるとか、トイレを洋式化するとか、或いはＬＥＤ照明に変える

といったところの工事をやられることについての補助する目的の補助制度でございま

す。この補助金の342万4,000円を減額するものでございます。理由ですが、ある自治区

において集会施設の改修工事を予定しておりましたが、事情により工事を取り止めとい

うことによる不用額と、また別の区では改修内容の変更により施工箇所を少なくしたこ

とで、全体の事業費が下がったことに伴い補助金も減少したので、その差額分を減額す

るものでございます。説明は以上です。 

 

◎教育長（下出 尚弘） 

 説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

◎教育委員（平澤 千人） 

集会施設の整備につきましては、今年度どのぐらい申請件数があったかということ

と、これは２分の1補助でしたよね。内容がわかれば教えてください。お願いします。 

 

◎生涯学習課長（柚原 徹守） 

はい。今年度の件数につきましては、大変申しわけございません、正確な数字は手元

に持ち合わせておりませんが、件数にして20数件の申請がございます。 

すべて予定のところは実施をされまして、内容としましては、やはり近年の温暖化の

影響といいますか、猛暑の影響でエアコンの設置が非常に増えております。 

 



 

◎教育委員（平澤 千人） 

  ありがとうございました。 

 

◎教育長（下出 尚弘） 

他よろしいでしょうか。では質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。議案第27号令和7年度飛騨市一般会計補正予算補正第3号は原案の通り

決定してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長（下出 尚弘） 

 はい。ご異議なしと認めます。 

よって、議案第27号は原案の通り可決しました。 

 

 本日の議事日程は全て終了しました。委員の皆様、事務局議案の他に何かございませ

んか。 

それではその他ご意見がないようですので、これをもちまして、令和7年第9回飛騨市

教育委員会定例会を閉会といたします。皆様ありがとうございました。 

 

  

閉 会  午後１時５０分  

 

 

議事録署名者 

 

             飛騨市教育委員会委員                    

 

 

 

             飛騨市教育委員会教育長                   


